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財

務

省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、

〇
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
令
第
一
号

環

境

省
、
防

衛

省

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
五
条
第
二
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等

及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
二
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

環
境
大
臣

小
泉
進
次
郎

防
衛
大
臣

河
野

太
郎
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特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

内

閣

文
部
科

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年

農
林
水

国
土
交

府
、
財

務

省
、

学
省
、
厚
生
労
働
省
、

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

産
省
、
経
済
産
業
省
、

通
省
、
環

境

省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
届
出
の
方
法
等
）

（
届
出
の
方
法
等
）
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第
五
条

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
毎

第
五
条

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
毎

年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書

年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
ま
で

に
提
出
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
財
務

大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣

及
び
防
衛
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限

ま
で
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
へ
の
変
更
等
の
請
求
の
方

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
へ
の
変
更
等
の
請
求
の
方

法
）

法
）
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第
八
条

法
第
六
条
第
一
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三

第
八
条

法
第
六
条
第
一
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三

十
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
の
届
出
書
と
併
せ
て
、
様
式

十
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
の
届
出
書
と
併
せ
て
、
様
式

第
二
に
よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
別
紙
に
定
め
る

第
二
に
よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
別
紙
に
定
め
る

事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
行

事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
行

う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
、
文
部
科

学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産

業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
防
衛
大
臣

が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提
出
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
条
第
八
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日

２

法
第
六
条
第
八
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日

ま
で
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書

ま
で
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
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別
紙
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類

別
紙
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
ま
で

に
提
出
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
財
務

大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣

及
び
防
衛
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限

ま
で
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

［
略
］

３

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


